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第１ 本準備書面の目的及び構成 

   原告らは、訴状３３頁及び３７頁において、２００２（平成１４）年ま

たは遅くとも２００６（平成１８）年までに、被告らが福島第一原発の全

交流電源喪失の危険性を認識し得たと主張した。 

本準備書面は、このような予見を可能にする知見の内、特に地震及び津

波に関する知見の内容を指摘し、当時既に被告らがこれらを認識していた

にもかかわらず何らの対策も講じなかったことを示し、被告らの故意にも

等しい重大な過失を改めて明らかにすることを目的とする。   

なお、準備書面１の５頁で述べたとおり、原告らは、本件事故に至った

原因を地震や津波に限定するものではない。そもそも、被告らは本件のよ

うな事故を絶対に起こしてはならなかったのであり、あらゆる事態を想定

の上、回避すべきであった。本準備書面で述べる事実は、仮に地震及びこ

れに随伴する津波に関する知見だけを例に挙げてみても、全交流電源喪失

を予見することが十分可能であったということを示すものである。 

本準備書面の具体的な構成は、次のとおりである。 

まず、第２では、上記予見可能性を議論する前提として、福島第一原発

が設置された日本海溝沿いの領域は大規模な地震及びこれに随伴する津波

の発生が予想される領域であること、及び、実際にも今回の津波に類似す

る貞観津波が過去に発生していたことを述べる。 

その上で、第３において、２００２年当時、被告国によって実施された

調査の報告が十分集積したことにより、大規模な地震や津波が発生しうる

ことが詳細かつ具体的に想定されるところとなり、福島第一原発の全交流

電源喪失を予見することが可能となったことを明らかにする。 

さらに第４では、仮に２００２年時点での知見のみでは全交流電源喪失

の危険性を具体的に予見することができないとみなされる場合であっても、

その後知その後知見が進展したことにより、遅くとも２００６年時点では
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全交流電源喪失を具体的に予見できる状況であったことを明らかにする。

知見の具体的な中身としては、明治三陸沖地震の規模が想定より大きかっ

たことが判ったこと、スマトラ沖地震の発生によって津波による原発浸水

事故の危険が改めて認識されたこと、溢水勉強会により福島第一原発の浸

水に対する脆弱性が判ったことを順に述べる。 

第２ 予見可能性の議論の前提 

１ 日本海溝付近における地震及び津波の一般論 

  地震とは、主として地球の表面を覆う厚さ１００ｋｍほどの岩盤（これ

を「プレート」という。）の境界面（断層）の両側がずれ動く断層運動現象

のことをいう（このような理論を「プレートテクトニクス理論」という。）。 

世界最大の海洋プレートである太平洋プレートは、東北地方を載せた陸

側の北アメリカプレートの下に沈み込んでいる。この沈み込みの始まる場

所が日本海溝であり、東日本沖の太平洋底に海岸線にほぼ並行して走って

いる（下図参照）。 

 

甲Ｂ１０ 三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価 図１ 
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 プレート境界に沿って海溝1よりやや離れた場所から数十ｋｍの深さまで

の部分は、普段から強くプレート同士が固着しているため、沈みこむプレ

ートに上盤のプレートが引きずり込まれて固着域に歪みが蓄積する。その

歪みが限界を超えると、上盤プレートが元に戻ろうとしてプレート境界が

急激にずれ（「すべる」などとも表現される。）、地震が生じる。この現象は

「海溝型プレート境界地震」と呼ばれる。 

「海溝型プレート境界地震」といっても、プレート境界のずれる位置（深

さ）やそれにより生じる津波の態様は一様ではない。 

たとえば、海底付近のプレート境界面がずれることにより、その断層の

直上の海底のみが急激に大きく隆起すると、地震規模と比較して大きな津

波が発生する（「津波地震」という。）。津波地震では海岸付近では津波が大

きくなるが周期が短いので平野に浸水することは多くない。 

他方、プレート境界の深部で幅の広いずれが生じると、広い範囲で海底

が隆起し、水面がゆっくりと上昇し、波長と周期の長い津波が生じる（８

６９年に発生した貞観津波は、その典型例とされている。）。この場合には、

津波の周期が長いため、平野の奥深くまで浸水する危険が高い。 

   とりわけ日本海溝は、前で述べたところから明らかなとおり、「海溝型プ

レート境界地震」が生じる地形の典型例である。そのため、三陸沖から房

総沖までの太平洋沿岸を含む日本海溝沿いの領域では、過去に大地震が数

多く発生してきた。 

   その内、三陸沖北部では、固有地震（その領域内で繰り返し発生する大

規模な地震）と考えられる地震が４回発生している。一方他の領域では、

同一の震源域で繰り返し発生している大地震はほとんど知られていない。 

   このように、三陸沖から房総沖までの太平洋沿岸を含む日本海溝沿いの

                                            
1 海底が細長い溝状に深くなっている場所のこと。６０００ｍ以上のものを「海溝」、それ

以下のものを「トラフ」と呼ぶ。 
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領域は、その全域において一般的に、大規模地震及びこれに随伴する津波

が今後発生することが予想される領域であった。 

 ２ 貞観津波に関する研究 

（１）はじめに 

現在までのところ、東北地方太平洋沖地震によって生じた津波の浸水域

は、８６９年７月１３日（貞観１１年５月２６日）に発生した貞観津波の

浸水域に近いとの知見が得られている。 

貞観津波に関する研究は、第３で問題となる２００２（平成１４）年ま

でに相当程度進んでおり、全交流電源喪失を予見する上で十分参考にされ

るべきであった。 

（２）知見の進展 

ア １９７５（昭和５０）年の地震研究所の羽鳥徳太郎「三陸沖歴史津波の

規模と推定波源域」（甲Ｂ１参照） 

「貞観１１年の大津波の波源域は海溝沿いで、宮城・福島沿岸の異常波

高を説明するのに、１９３３年三陸津波のものより南寄りが考えやすい」

との指摘がある。 

イ １９９０（平成２）年の阿部壽ほか「仙台平野における貞観１１年（８

６９年）三陸津波の痕跡高の推定」（甲Ｂ１） 

考古学的所見および堆積学的検討に基づく２つの手法により津波痕跡高

の推定を行い、「貞観１１年の津波の痕跡高として、河川から離れた一般の

平野部では２．５ｍから３ｍで、浸水域は海岸線から３ｋｍぐらいの範囲

であったと推定する。」「（津波の最大遡上地点とされる）藤田新田は海岸線

から３ｋｍほど内陸に位置しており、この辺まで浸水したということは、

仙台平野全体としてみれば、河川に沿う低地や浜堤間の後背湿地など広範

囲にわたって浸水したことは疑いなく、海岸付近ではおそらく数ｍ上回る

津波高に達していたものと思われる。」「津波高および浸水域などを比較す
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ると慶長１６年（１６１１年）の津波の方が規模としてはやや大きかった

と考えられるが、貞観１１年の津波も昭和８年の津波（１９３３年の昭和

三陸地震）の規模をしのぐものであったことは疑いなく、既往の研究者が

述べているように慶長１６年に匹敵するような大津波であったと思われ

る。」と記されている。 

ウ １９９８（平成１０）年の渡邊偉夫「８６９（貞観１１）年の地震・津

波の実態と推定される津波の波源域」（甲Ｂ２） 

正史の解読、政治的・社会的情勢を踏まえた伝承の信憑性の吟味、津波

の堆積物などの調査研究や市町村史の記述を参考に、地震・津波の実態お

よび津波の波源域の推定を行っている。新しいデータの発見とともにさら

に研究が進められ、将来の変更の可能性を示唆しつつ、「津波が襲来した沿

岸は仙台平野から福島県北部沿岸で、災害が発生したものと推定される。

三陸沿岸の気仙郡は津波の襲来の可能性は高い。」、「津波の波源域は三陸は

るか沖の北緯３９度付近から福島県北部沿岸はるか沖までの長さ約２００

ｋｍ、幅約５０ｋｍと推定した。」、「津波の波源域（震源）は三陸沖で、慶

長津波（１６１１年）と比較される最も大きな津波（中略）地震の空白域

といわれている宮城県はるか沖を完全に網羅している。その後千年以上も

この地域に津波の発生していないことは、注目に値する。」と報告されてい

る。 

エ ２０００（平成１２）年の河野幸夫、村上弘、今村文彦、箕浦幸治「貞

観津波と海底潜水調査」（甲Ｂ３） 

日本三大実録の翻訳の内容と、多賀城周辺の津波の跡の調査、海底断層

や海底の調査、津波シミュレーションなどを比較検討し、食い違い量や大

陸地形との関連性から角度などの断層パラメータの諸元を決定させて、マ

グニチュードを８．５として計算を行ったところ、その計算結果は、史実

に述べられていることがらに非常に似ていることが明らかになった、とし
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ている。 

オ ２０００（平成１２）年、渡邊偉夫「貞観十一年（８６９年）地震・津

波と推定される津波の波源域（総括）」（甲Ｂ４） 

日本三代実録に関連する事項の再検討、貞観津波に関連すると推定され

る数多くの伝承、貞観津波が記述される文献、仙台平野と福島県相馬市の

津波堆積物の研究結果などを基礎として、「少なくとも仙台市から福島県北

部沿岸にかけて、広範囲に津波の襲来があったことはほぼ間違いないよう

である。」、「（日本三代）実録、伝承、津波堆積物などから、宮城県から茨

城県沿岸まで、津波の襲来があったものと推定される。」「（波源域は）日本

海溝に沿って宮城県はるか沖から茨城県北部はるか沖にかけて長さ約２０

０ｋｍ、幅約５０ｋｍである。図から分かるように、この波源域の南部は

陸奥国境に最も近く、約１６０ｋｍの距離である。実録にも記述されてい

る発光現象が茨城県伝承に数多く現れていることから、この津波の波源域

の南部（陸奥国境はるか沖、北緯３７度、東経１４３度）で最初に大地震

（震央）が発生し、これから断層が北ないし北北東に走ったと推定すると、

各県の津波現象と調和する。震度６の範囲を円と仮定し、を震央から震度

６を観測した地点までの距離（半径、ｒｋｍ）、Ｍを地震マグニチュードと

すると、（中略）陸奥国境を震度６とすると、Ｍ＝８．５となる。この値は

いままで三陸沖で発生した地震のうちで最も大きい。」とされている。 

カ ２００１（平成１３）年、菅原大助、箕浦幸治、今村文彦「西暦８６９

年貞観津波による堆積作用とその数値復元」（甲Ｂ５） 

「（福島県）相馬において検出した砂層の堆積年代は貞観津波の発生年代

と矛盾が無いことが示され、またその起源は水深数１０～１００ｍの沖浜

から海洋陸棚域に推定されたことから、砂層は貞観津波による堆積物であ

るとの解釈は妥当であろう。相馬における貞観津波堆積物の発見は、津波

による土砂の運搬・堆積現象が仙台から相馬にかけての広い範囲で生じた
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こと、海岸部に到達した津波の波高がきわめて大きかったことを示すもの

と思われる。」と指摘し、貞観津波の数値を復元するに、先の河野論文（上

記エ）、渡邊論文（上記オ）を比較し、河野論文の宮城県沖型の断層モデル

によるＭ８．５の地震を否定的にとらえた上で、渡邊論文（宮城県気仙沼

市から茨城県大洗町にかけての東日本太平洋沿岸部に残る貞観津波に関す

る伝説・伝承を精査し、地震のマグニチュードＭを８．５、日本海溝沿い

の長さ２００ｋｍ、幅５０ｋｍの領域に波源域を推定した）を、「貞観津波

の波源モデルとしては考えうる最大規模のものであり、陸上に残されてい

る津波堆積物の存在を無理なく説明できると思われる。」とした。 

また、波高について「海岸線に沿った津波波高は、大洗から相馬にかけ

て小さく、およそ２～４ｍ、相馬から気仙沼にかけては大きく、およそ６

～１２ｍとなった」、「現在までになされている貞観津波の痕跡高の数値的

な検討は、阿部ほか（１９９０）（上記イ）による仙台平野で２．５～３．

０ｍとした推定のみである。これは津波堆積物の存在限界である内陸３～

４ｋｍの地点における標高値であり、海岸付近での津波波高はこれを数ｍ

以上は上回っていたと考えられる。」と指摘した。 

キ ２００２（平成１４）年、河野幸夫、高田晋、今村文彦、箕浦幸治「宮

城県沖地震モデルによる貞観津波の解析」（甲Ｂ６） 

貞観津波が、宮城県沖で発生したものと想定し、どのように波が伝播し、

また仙台・多賀城周辺において、遡上する間にどのような浸水範囲が伴う

かを、３パターンの断層モデルを仮想し、考察した。この研究は、「貞観津

波的規模の大津波が発生した場合に対する、津波予防対策に役立てること

を目的とする」とされていた。「いくつかのモデルパターンで貞観津波を仮

定し数値解析を行った」結果、「Ｍ８．２前後のモデルが貞観津波の仮想モ

デルとして信憑性があると考える。」とした。 
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（３）まとめ 

以上、多くの研究者によって、正史、伝承、津波堆積物などから貞観津

波の甚大な被害、波源モデル、規模、浸水域（海岸から３ｋｍ、津波が仙

台平野から更に以南の福島沖相馬付近まで及んでいたこと。）などの研究結

果が得られていた。現在、東北地方太平洋沖地震による津波の浸水域が、

貞観津波の浸水域に近いとの知見が得られているが、その基礎は２００２

（平成１４）年までに集積されていたといえる。 

貞観津波に関する知見は、東北地方太平洋沖地震やそれに伴う津波のよ

うな大規模な災害の発生を想定し、福島第一原発の全交流電源喪失を予見

する上で重要な資料となり得た。 

 ３ 小括 

   このように、地震に関する一般論や歴史的事実だけ見ても、福島第一原

発が設置された日本海溝付近が大規模な地震及び津波の発生しうる領域で

あることが分かる。 

   そして、次項で述べる複数の報告によって、大規模な地震及びこれに随

伴する津波の発生、これらを原因とする福島第一原発の全交流電源喪失が、

現実的な危険として予見されるに至ったのである。 

 

第３ ２００２年時点で全交流電源喪失の危険性を予見できたこと 

１ 「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」に基づく知見及び被

告らの対応 

（１）はじめに 

１９９３（平成５） 年に北海道南西沖地震津波が発生し、奥尻島で壊滅

的な被害が生じた。これを契機に、被告国の４省庁（農林水産省構造改善

局、農林水産省水産庁、運輸省港湾局、建設省河川局）は、総合的な津波

防災対策計画を進めるための手法を検討することを目的として、１９９６
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（平成８）年度の国土総合開発事業調整費に基づき、「太平洋沿岸部地震津

波防災計画手法調査」を実施し、その成果を１９９７（平成９）年３月に

「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」にまとめた（甲Ｂ７の

１および２。以下、「４省庁『報告書』」という。）。2 

同調査は、学識経験者及び関係機関からなる「太平洋沿岸部地震津波防

災計画手法調査委員会」（以下「調査委員会」）の指導と助言のもと、日本

沿岸を対象に既往地震津波による被害を整理し、太平洋沿岸を対象として

想定地震の検討および津波数値解析を実施し、津波高の傾向や海岸保全施

設との関係について概略的な把握を行ったものである（甲Ｂ７の１ １頁、

６８頁）。なお、調査委員会には、委員長の堀川清司氏（埼玉大学長）の他、

日本を代表する地震学の専門家である首藤伸夫氏、阿部勝征氏、相田勇氏

らが委員に加わっていた（２頁「構成メンバー」参照）。４省庁「報告書」

は、津波地震研究における当時の第一人者らの指導・助言のもとに作成さ

れた権威ある見解といえる。3 

（２）４省庁「報告書」の概要 

ア 津波予測の基本的な考え方 

まず４省庁「報告書」は、津波予測の基本的な考え方について重要な方

                                            
2  ４省庁「報告書」には本体（甲Ｂ７の１）と「参考資料」（甲Ｂ７の２）とがある。本体は、

「要約編」（１～６７頁）と「本編」（６８～３０８頁）に分かれており、目次で構成を確認

しつつ内容を把握することが有益である。 
3  首藤伸夫氏は当時の東北大学工学部附属災害制御研究センター教授、「津波」１９８８

年１１月電力土木Ｎｏ２１７（甲Ｂ８）他・文献と著書多数。阿部勝征氏は当時の東京

大学地震研究所教授、「津波Ｍによる日本付近の地震津波の定量化」１９８８年、「地震

と津波のマグニチュードに基づく津波高の予測」１９８９年他。相田勇氏は当時（財）

地震予知総合研究振興会主任研究員、「三陸沖の古い津波のシミュレーション」１９７７

年他。 

なお、首藤氏および阿部氏は、４省庁「報告書」作成と同時期に、通商産業省原子力

発電技術顧問も務めている。また、首藤氏は土木学会津波評価部会の主査として、阿部

氏は同委員として、「津波評価技術」（２００２（平成１４）年２月）の作成にも関わっ

ている。 

国会事故調が引用する電気事業連合会の資料において、「顧問」「両先生」と表記され

ているのは、首藤氏・阿部氏のことを指しているものと推察される。 
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向性を明示する（同２３８頁、下線部は原告ら代理人）。 

「従来から、対象沿岸地域における対象津波として、津波情報を比較的

精度良く、しかも数多く入手し得る時代以降の津波の中から、既往最大の

津波を採用することが多かった。・・・これに加え、地震観測技術の進歩に

伴い、空白域の存在が明らかになるなど、将来起こり得る地震や津波を過

去の例に縛られることなく想定することも可能となってきており、こうし

た方法を取り上げた検討を行っている地方公共団体も出てきている。 

本手引きでは、このような点について十分考慮し、信頼できる資料の数

多く得られる既往最大津波と共に、現在の知見に基づいて想定される最大

地震により起こされる津波をも取り上げ、両者を比較した上で常に安全側

になるよう、沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定するもの

である。 

この時、留意すべき事は、最大地震が必ずしも最大津波に対応するとは

限らないことである。地震が小さくとも津波の大きい「津波地震」があり

得ることに配慮しながら、地震の規模、震源の深さとその位置、発生する

津波の指向性等を総合的に評価した上で、対象津波の設定を行わなくては

ならない」 

このように、４省庁「報告書」は、常に安全側に立って設定するという

基本的立場を前提に、既往最大津波と現在の知見に基づいて想定される最

大地震による津波を比較し、より大きい方を対象津波として設定するとい

う津波予測の手法を採っている。このような安全性を重視する姿勢は、２

００２（平成１４）年に発表された「長期評価」と軸を同じくする。 

イ 算定結果 

４省庁「報告書」は、震源の地域区分を設定した上で、想定される地震

の断層モデルを定める。そのうち特に福島第一原発に関わるのは、１８９

６年明治三陸地震に基づき最大マグニチュード８．５と設定した「Ｇ２」
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の領域と、１６７７年常陸沖地震に基づき最大マグニチュード８．０と設

定した「Ｇ３」の領域である（同１０頁）。 

４省庁「報告書」は、このような断層モデルを前提に、既往地震と想定

地震の双方を対象に津波数値解析を実施した上（同１６頁、同１６８乃至

２０４頁）、再現計算により得られた各地の最大津波水位の計算値の精度を

確認するため、現実の痕跡値との比較を行い、既往地震と想定地震双方の

計算値に、増幅率（平均倍率）１．２４２を乗じて沿岸での津波水位の計

算値を現実に近いものに補正する（同１８８乃至１８９頁、２０３頁）。さ

らに、計算値と実測値（痕跡値）の比較から、津波数値解析に一定のバラ

つきが生じる事を前提に、計算値が２ｍ、５ｍ、１０ｍの時に、以下に示

すような範囲で津波高が生じる可能性を指摘する（同２０１頁、表４．６）。 

 

   こうして津波高を計算した場合、福島第一原子力発電所５、６号機が所

在する福島県双葉町は震源が「Ｇ３－２」の場合に最大となり平均６．８

ｍ、１～４号機が所在する大熊町も「Ｇ３－２」の場合に最大となり平均

６．４ｍの津波高さとなる（甲Ｂ７の２、１４８頁表－２（３）市町村別

津波高と施設設備状況）。計算値が５ｍの場合、標準偏差分の２倍では最大

１４．９ｍの津波高が想定されることからすれば、計算値が６．８ｍ、６．

４ｍとなった場合には１５ｍ超の津波高も誤差の範囲に含まれるというこ

とになる。 
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（３）電気事業連合会による試算 

被告東京電力が所属する電気事業連合会は、被告国の指示のもと、２０

００（平成１２）年２月、当時最新の手法で津波想定を計算し、原子力発

電所への影響を調べた。電気事業連合会の試算の全貌は未だ明らかではな

いが、国会事故調において、想定の１．２倍の場合に「Ｏ．Ｐ．＋５．９

ｍ～６．２ｍ」となるとの指摘がなされている。４省庁「報告書」を参考

に１．０倍、２．０倍の場合の数値を算出すると、１．０倍の場合で「Ｏ．

Ｐ．＋４．９１ｍ～５．１６ｍ」、２．０倍では「Ｏ．Ｐ．＋９．８３３ｍ

～１０．３３３ｍ」である（甲Ａ２、８３頁、甲Ｂ９、４１頁）。 

 このように、被告東京電力は、２０００（平成１２）年２月時点で、海

水系ポンプの存する海側４ｍをはるかに超え、タービン建屋等の存する敷

地高さ（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）に迫り、あるいは超えることを想定しうる津

波試算結果までも得ていたのである。被告国が作成した４省庁「報告書」

を受けて、被告東京電力ら電力会社自らが行った試算で、このような数値

が出た事実がもつ意味は極めて重い。 

（４）まとめ 

   以上のとおり、４省庁「報告書」は、被告国及び被告東京電力に対し、

仮に大規模な地震及びそれに伴う津波が発生した場合、福島第一原発が浸

水する危険性を示唆するものであった。 

２ 「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」の発表及

び被告東京電力の試算結果 

（１）はじめに 

１９９５(平成７)年発生した阪神淡路大震災を契機に、文部科学省に地

震調査研究推進本部・地震調査委員会が設置された。 

同委員会は、２００２(平成１４)年７月３１日、「三陸沖から房総沖に

かけての地震活動の長期評価について」(以下「長期評価」という。甲Ｂ１
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０)を発表した。 

（２）長期評価の概要 

長期評価の中では、「次の地震」として、以下のような詳細かつ具体的

な予測がなされている（下線部は原告ら代理人）。 

① 三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震） 

Ｍ８クラスのプレート間の大地震は、過去４００年間に３回発生して

いることから、この領域全体では約１３３年に１回の割合でこのような

大地震が発生すると推定される。 

今後３０年以内の発生確率は２０％程度、今後５０年以内の発生確率

は３０％程度と推定される（以上同４頁）。 

１８９６年の明治三陸地震についてのモデルを参考にし、断層の長さ

が日本海溝に沿って２００ｋｍ程度、幅が約５０ｋｍの地震が三陸沖北

部から房総沖の海溝寄り（日本海溝付近）の領域内のどこでも発生する

可能性がある（以上同９頁）。 

② 三陸沖南部海溝寄り 

三陸沖南部海溝寄りについては、１７９３年及び１８９７年８月にこ

こを震源とした地震であったと考えられ、発生間隔は１０５年程度であ

ったと考えられる。 

この領域の地震はすでに「宮城県沖地震の長期評価」で評価されてい

るように、宮城県沖の地震と連動する可能性がある（以上同５頁）。 

③ 福島県沖 

福島県沖については、１９３８年の福島県東方沖地震のようにほぼ同

時期に複数のＭ７．４程度の地震が発生したものが過去４００年に１回

だけあったため、この領域ではこのような地震の発生間隔は４００年以

上と考えられる。 

次の地震の規模は、過去の事例からＭ７．４前後と推定され、複数の
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地震が続発することが想定される（以上同６頁）。 

長期評価が①のとおり日本海溝付近のどこでも１８９６年明治三陸地震

のような津波地震が起こり得るとした根拠は、１６１１年の慶長三陸地震、

１６７７年１１月の房総沖地震、１８９６年の明治三陸地震が同じ場所で

繰り返し発生しているとは言い難く、固有地震であると断定できず、そう

である以上、太平洋プレートが北アメリカプレートの下に沈み込むという

基本構造を持つ日本海溝付近においては、（宮城県沖や福島県沖の海溝付近

も含め）どこでも津波地震が発生しうると考えるべきであるというもので

ある（同２頁および１８頁）。 

これは、プレートテクトニクス理論に基づけば当然の帰結である。宮城

県沖や福島県沖の海溝付近では、長期評価が直接の対象とした過去４００

年間に偶然発生していないに過ぎず、今後大規模な地震が生じる可能性を

排除するものではない（甲Ｂ１１、１００３頁）。 

以上のとおり、長期評価は、既に２００２（平成１４）年の段階で、日

本海溝付近の広域のどこでも、大規模な津波地震が発生する可能性がある

こと、その頻度や今後の発生可能性などを指摘していた。 

さらには、今回の東北地方太平洋沖地震のような連動型の地震発生の可

能性があったことも指摘していた。 

（３）長期評価に基づく被告東京電力の試算結果 

被告東京電力は、２００８（平成２０）年２月頃、長期評価で述べられ

ている「１８９６年の明治三陸地震と同様の地震は、三陸沖北部から房総

沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性がある」という知見をい

かに取り扱うかにつき有識者の意見を求めたところ、「福島県沖海溝沿い

で大地震が発生することは否定できないので、波源として考慮すべきであ

ると考える。」との回答を得た（甲Ａ１の１政府事故調中間報告３９６頁）。 

その上で、被告東京電力は、２００８（平成２０）年４乃至５月頃に、
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明治三陸沖の波源モデルを福島沖の日本海溝沿いに置いて試算した結果、

福島第一原発２号機付近で津波水位Ｏ.Ｐ.＋９．３ｍ、福島第一原発５号

機付近で津波水位Ｏ.Ｐ.＋１０．２ｍ、敷地南部で浸水高Ｏ.Ｐ.＋１５．

７mとの想定波高の数値を得た（甲Ａ１の１、３９６頁、甲Ｂ１２の２添付

資料２－１。しかも、不確実性を考慮すれば２～３割程度津波数位は大き

くなる可能性もある。）。この想定によれば、敷地高さＯ.Ｐ.＋１０ｍで

ある福島第一原発における浸水は確実である。 

（４）まとめ 

このように長期評価は、三陸沖から房総沖の領域における大規模地震が

発生する可能性、その規模、頻度、震源となり得る地域などを詳細かつ具

体的に示唆するものであった。 

それは、大規模な地震及びこれに随伴する津波により、福島第一原発が、

敷地高さを超える津波によって浸水し、全電源を喪失する危険性を具体的

に予見させる知見であった。このことは、後に被告東京電力によってなさ

れた試算結果からも明らかである。 

 ３ 小括 

以上のとおり、２００２（平成１４）年時点において、４省庁「報告書」

及び長期評価が示唆するところから、福島第一原発が全電源を喪失すると

いう危険性を具体的に予見することが可能であった。そして、これらはい

ずれも被告国による調査報告であることから、被告らは、これらの知見を

当然認識していた。 

 

第４ 仮に２００２年時点の予見可能性が認められない場合でも、遅くとも２

００６年には全交流電源喪失が予見できたこと 

１ はじめに 

   原告らは、第３のとおり、被告らが４省庁「報告書」及び長期評価とい
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う重要な知見を得たことから、２００２年時点において、福島第一原発の

全交流電源喪失を予見することができた旨主張している。 

   本項では、仮に２００２年時点での予見可能性が認められない場合でも、

その後明らかとなった以下の知見をあわせて考慮すれば、遅くとも２００

６年には福島第一原発の全交流電源喪失を予見することができたことを補

充して主張する。 

２ 明治三陸沖地震について 

２００３（平成１５）年、阿部勝征氏「津波地震とは何か－総論－」（甲

Ｂ１３、３３７～３４２頁）において、１８９６年の明治三陸地震は、ハ

ワイやカリフォルニアの検潮所の津波高さからはマグニチュード８．６、

三陸における遡上高の区間平均最大値からはマグニチュード９．０と推定

されることが示された。これは、長期評価策定時の想定（マグニチュード

８．２）を大幅に上回る数値である。 

日本海溝付近のどこでも明治三陸級の津波が発生しうるという長期評価

を踏まえ、安全側に立って、上記の阿部氏による想定マグニチュードを前

提に浸水高・遡上高を想定すれば、今回の地震によるのと同等の津波をも

想定できた（甲Ｂ１４、中央防災会議東北地方太平洋沖地震を教訓とした

地震・津波対策に関する専門調査会（第１回）２０１１（平成２３）年５

月２８日、島崎邦彦氏の提出資料「予測された日本海溝津波地震 想定され

なかった津波被害」、および甲Ｂ１５「震災後の地震発生予測」、甲Ｂ１６

会議議事録）。 

３ ２００４年スマトラ沖地震について 

（１）スマトラ沖地震および津波の概要 

２００４（平成１６）年１２月２６日に発生したスマトラ島沖地震は、

スマトラ島西側を走るスンダ海溝（インド洋プレートがアンダマンプレー

トの下に沈み込んでいる）のスマトラ島北西沖地点で発生した巨大地震で
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あり、断層の長さは１０００ｋｍ以上、すべり量は平均１０ｍ、最大２０

～３０ｍとされている。インド洋沿岸各地さらにはアフリカ東岸まで津波

が押し寄せ、２２万人を超える犠牲者を出した。モーメントマグニチュー

ドは９．１～９．３であり、１９６０年のチリ地震に次ぐ超巨大地震であ

ったとされる（甲Ｂ１７「きちんとわかる巨大地震」（２００６年第１刷）

１０６頁以下）。 

この地震の震源域はスマトラ島西方地域からインド領アンダマン諸島の

北端付近までの広大な範囲であり、いくつかの固有の地震系列の地震の発

生域にまたがって起きた連動型巨大地震と考えられている（甲Ｂ１８都司

嘉宣「連動型巨大地震による津波―１７０７宝永地震、２００４年スマト

ラ島地震、および２０１１年東日本大震災の津波」（日本科学者会議編「地

震と津波―メカニズムと備え」第６章）。 

（２）「年代の古い沈み込み帯では巨大地震は起こりにくい」という通説を否定

したこと 

１９８０年頃以降、世界各地のプレートの沈み込み帯を比較したとき、

沈み込む海洋プレートの年代が若い沈み込み帯でマグニチュード９級の巨

大地震が起こる一方、年代の古い沈み込み帯では巨大地震は起こりにくい

という説が有力となっていた。その根拠は、沈み込む海洋プレートの年代

が若いほど温度が高く密度が低いので、浮力があり、上盤側のプレートと

の境界の固着が強くなり超巨大地震が起きやすく（チリ海溝など）、他方古

いプレートは冷たく重いので沈み込みやすく、上盤側と強く固着しないの

で地震は起きにくい（マリアナ海溝など）というものであった。 

日本海溝から沈み込む太平洋プレートは１億３０００万年程度と古く、

プレート境界の固着は強くなく、巨大地震が起りにくい後者とされていた。 

ところが、２００４年のスマトラ島沖地震の発生したスンダ海溝は、日

本海溝と同様に比較的古いプレートに属するインド洋プレートの沈み込み
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帯であり、「比較沈み込み帯」論からは巨大地震の起こらないとされていた

場所であった。マグニチュード９クラスの巨大地震は限られた場所でしか

起きないという当時の通説は、スマトラ沖地震の発生という事実によって

否定された。 

（３）津波による原発浸水事故が現実のものになったこと 

スマトラ沖地震により、インド南部にあるマドラス原発では、津波でポ

ンプ室が浸水し、非常用海水ポンプが運転不能になる事故が発生した。津

波に襲われた当時、マドラス原発は２２万キロワットの原発２基のうち１

基が稼働中だった。警報で海面の異常に気付いた担当者が手動で原子炉を

緊急停止した。冷却水用の取水トンネルから海水が押し寄せ、ポンプ室が

冠水した。敷地は海面から約６メートルの高さ、主要施設はさらに２０メ

ートル以上高い位置にあった（甲Ａ２国会事故調８４頁）。津波により原子

力発電所の重要設備が使用不能になる危険性が現実になったのである（甲

１９）。 

地震大国であり、原子力発電所を多数有する日本において、同様かそれ

以上の津波による原発事故が生じ得ると予見する上で、重要な先例となっ

た。 

しかしながら、被告東京電力は、スマトラ沖地震後も、具体的な対策を

検討しなかった。被告東京電力が、本件事故発生後に言及したところによ

れば、スマトラ沖地震・津波について、広域に亘る断層連動が生じたこと、

太平洋の西側では巨大津波が発生し難いとの従来の見解に疑問が生じたこ

と、インドのマドラス発電所の海水ポンプが浸水するという影響があった

こと等から、もっと慎重に検討されるべきであった、とのことである（甲

Ｂ１２の１「原子力安全改革プラン」、１７頁）。 

（４）まとめ 

   以上のように、２００４年スマトラ沖地震は、「年代の古い沈み込み帯で
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は巨大地震は起こりにくい」という通説を否定するとともに、津波による

浸水事故が現実のものとなったという点でも重要な先例になった。 

４ 溢水勉強会について 

（１）溢水勉強会開催の趣旨と背景 

２００４（平成１６）年のスマトラ沖津波によりインドのマドラス原発

の非常用海水ポンプが水没し運転不能となったこと等を踏まえ、被告国（原

子力安全・保安院（ＮＩＳＡ））、及び原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）は、

２００５（平成１７）年６月８日の第３３回ＮＩＳＡ／ＪＮＥＳ安全情報

検討会にて、外部溢水問題に係る検討を開始した。同検討会における準備

を経て、２００６（平成１８）年１月、被告国（原子力安全・保安院）、Ｊ

ＮＥＳ及び被告東京電力ら電力事業者は、溢水勉強会を立ちあげた。 

同勉強会立ち上げの趣旨は、米国キウォーニ原子力発電所における内部

溢水に対する設計上の脆弱性が明らかになったこと（内部溢水）、２００４

（平成１６）年のスマトラ沖津波によりインドのマドラス原子力発電所の

非常用海水ポンプが水没し運転不能となったこと（外部溢水）を受けて、

我が国の原子力発電所の現状を把握する、というものであった（甲Ｂ２０

の２、２００７（平成１９）年４月の総括的文書「溢水勉強会の調査結果

について」１頁）。また、マドラス原発事故に加え、２００５（平成１７）

年８月の宮城県沖地震において女川原発で基準を超える揺れが発生したこ

とから、想定を超える事象も一定の確率で発生するとの問題意識のもと、

同勉強会が設置された（甲Ａ２国会事故調８４頁、国会事故調における保

安院担当者のヒアリング） 

（２）津波により全交流電源喪失に至る危険性の認識 

被告東京電力は、２００６（平成１８）年５月１１日の第３回溢水勉強

会において、代表的プラントとして選定された福島第一原発５号機につい

て、 
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①  Ｏ.Ｐ.＋１０ｍの津波水位が長時間継続すると仮定した場合、非常

用海水ポンプが使用不能となること 

②  Ｏ.Ｐ.＋１４ｍ（敷地高さ＋１．０ｍ）の津波水位が長時間継続す

ると仮定した場合、タービン建屋（Ｔ／Ｂ）大物搬入口、サービス建

屋（Ｓ／Ｂ）入口から海水が流入し、タービン建屋の各エリアに浸水、

電源が喪失し、それに伴い原子炉の安全停止に関わる電動機等が機能

を喪失すること 

を報告した（甲Ｂ２０の１）。 

さらに、被告東京電力は、２００７（平成１９）年４月の総括的文書（甲

Ｂ２０の２「溢水勉強会の調査結果について」）において、 

①  浸水の可能性のある設備の代表例として、非常用海水ポンプ、タ

ービン建屋大物搬入口、サービス建屋入口、非常用ディーゼンエン

ジン吸気ルーバの状況につき調査を行ったこと、タービン建屋大物

搬入口、サービス建屋入口については水密性の扉ではないこと等の

報告がなされたこと 

②  土木学会手法による津波による上昇水位は＋５．６ｍであり、非

常用海水ポンプ電動機据付けレベルは＋５．６ｍと余裕はなく、仮

に海水面が上昇し電動機レベルまで到達すれば、１分程度で電動機

が機能を喪失（実験結果に基づく）するとの説明がなされたこと 

を確認した。 

    これにより、津波により全交流電源喪失に至ることを、被告東京電力

および被告国が共通して認識するに至った。 

（３）溢水勉強会後の被告らの対応 

ア 被告国について 

２００６（平成１８）年５月１１日の第３回勉強会で被告東京電力によ

る報告を受けた後、被告国（保安院の担当者）は、２００６（平成１８）
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年８月２日の第５３回ＮＩＳＡ／ＪＮＥＳ安全情報検討会において、「ハザ

ード評価結果から、残余のリスクが高いと思われるサイトでは念のため

個々に対応を考えた方がよいという材料が集まってきた。海水ポンプへの

影響では、ハザード確率≒炉心損傷確率」と発言した。これは、海水ポン

プを止めるような津波が来ればほぼ１００％炉心損傷に至るという認識を

示したものであった（甲Ａ２・国会事故調８４～８５頁）。 

２００６（平成１８）年１０月６日、被告国（保安院）は、耐震バック

チェック計画に関する打合せにおいて、被告東京電力ら電事連に対し、口

頭で、「津波については、保守性を有している土木学会手法による評価で良

い（安全性は確保されている）。ただし、土木学会手法による評価を上回る

場合、低い場所にある非常用海水ポンプについては、機能喪失し炉心損傷

となるため、津波（高波、引波）に対して余裕が少ないプラントは具体的

な対策を検討し対応して欲しい。」という要望と、この要望を各社上層部に

伝えるようにという話を伝えた（甲Ｂ２１、２０１２（平成２４）年５月

１６日「平成１８年に保安院から津波による全交流電源喪失のリスクを伝

えられ、必要な対策をとらなかったという事実はありません.」、甲Ａ２・国

会事故調８９頁）。 

以上のとおり、被告国は、想定（土木学会評価）を超える津波により、

海水ポンプのみならず、タービン建屋の各エリアに浸水、電源が喪失し、

それに伴い原子炉の安全停止に関わる電動機等が機能を喪失する可能性が

あると被告東京電力から報告を受けていたにもかかわらず、非常用海水ポ

ンプに限定した対応を口頭で要請するのみで、建屋の浸水の可能性に触れ

ず、全交流電源喪失のリスクと必要な対策につき何らの指示も要請もしな

かった。 

イ 被告東京電力について 

前述の２００６（平成１８）年１０月６日における保安院からの要望に
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対し、被告東京電力は、２００７（平成１９）年４月４日、津波バックチ

ェックに関する電事連と保安院との打合せの席上で、福島第一原発につい

て海水ポンプの水密化や建屋の設置といった対応策を検討する旨表明した。

しかし、本件事故時点まで、海水ポンプの水封化に係る軽微な対応策を除

いて、具体的な対応策は何ら取られなかった（甲Ａ２・国会事故調８６～

８７頁）。本件事故後、被告東京電力は、「対策の中には現在の視点からも

有効なものが含まれていた」が「真剣に検討されることはなかった」と認

めている（甲Ｂ１２の１「原子力安全改革プラン」１７頁）。 

また、被告東京電力は、同じく２００６（平成１８）年１０月６日、保

安院に対し「耐震バックチェックでは、土木学会手法による評価結果を報

告する」旨を表明した（甲Ｂ２１、「平成１８年に保安院から津波による全

交流電源喪失のリスクを伝えられ、必要な対策をとらなかったという事実

はありません.」）。 

溢水勉強会を踏まえ、被告東京電力ら電事連の内部では、津波によって

炉心損傷が起こる可能性があることが共通認識となっていたが、それでも

「土木学会の手法について、引き続き保守性を主張」（甲Ａ２・国会事故調

８５～８６頁、電事連資料）するとの方針が採られたのである。 

（４）まとめ 

   被告らは、溢水勉強会において、福島第一原発内が津波により浸水した

場合に、施設の一部機能が喪失され、最悪の場合には全交流電源喪失とい

う事態が生じうることをも認識した。 

   しかし、被告らは、これらの事実を認識した後も、何ら必要な対策を採

らなかったのである。 

５ 小括 

   以上のとおり、２００２（平成１４）年から２００６（平成１８）年の

間に、津波地震についてのさらなる知見の進展、連動型地震による原発事
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故の現実化（２００４（平成１６）年スマトラ地震）、及び津波によって炉

心損傷が起こる可能性についての報告（２００６（平成１８）年溢水勉強

会）があった。 

   第３で述べた報告に加えて、これらの知見に鑑みれば、遅くとも２００

６（平成１８）年において、福島第一原発が全電源を喪失するという危険

性は具体的に予見可能であった。 

 

第５ 結語 

本準備書面で述べたところからすれば、被告らが、２００２(平成１４)

年において、大規模な地震及びこれに随伴する津波の発生を想定し、福島

第一原発が全交流電源喪失に陥ることを予見し得たことは明らかである。 

仮にそうでない場合であっても、さらに知見が集積したことから、遅く

とも２００６年には上記事実を予見することができた。 

これらの知見に基づいて、被告らが直ちに試算を実施し、保守的に原子

力発電所の安全確保に努めていれば、本件事故を回避できたことは確実で

ある。この事実は、本件事故が被告らの過失によってもたらされた人災で

あることを意味している。 

以上 


